
介護職員等の処遇改善について 

 

当法人では介護職員等処遇改善の一環として介護職員の給与を下記の通り変更いたしまし

た。 

 

記 

 

（資格手当） 

介護福祉士（正職員） １２，０００円 

介護福祉士（パート） １０，０００円（常勤換算数を乗じた金額とする） 

初任者研修終了者  ２，０００円 

 

 

（処遇改善手当） 

介護職員等処遇改善実施事業者として承認されている期間において、介護職員に次の処遇

改善手当を支給する。ただし、対象年度期間内に支給し切れない場合は、支給対象年度の最

終月に一時金として支給する。一時金の支給は介護職員以外の職種も対象とする。 

 

（１）介護正職員             ５７、０００円 

（２）経験技能のある介護職員       ７７，０００円 

（３）パート職員（週３０時間以上勤務者）  ８、０００円 + １５，０００円に常勤

換算数を乗じた金額 

（４）パート職員（週３０時間未満勤務者）  ４、０００円 + １５，０００円に常勤

換算数を乗じた金額 

 

 

 

以上 
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